
「滑り止め用の砂」の

道路清掃について
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札幌市も砂を散布した道路の清掃を行いますが、足五の安
全墨l翡i≧:重iヨi蓋::生12良`里:壁i置!璽:墨:萱:笠i生!⊇、当査童立型の漬撮
」二二BLL塗量』]塾ムLl▲止:ユ=圧:塁立。

[清掃時に回収した砂は…]

◆バケツなどで保管して来シーズンも利用できます。

清田区役所の正面玄関で配布し
た「温塑止め星の並入旦墜立上
′重上型些【三コ国堕玉

=三
X=盛上」堕主」は、

区内の小学校や団体にボラン
テイアで作成してもらってい
ます。

今年も道路の植樹ますなどに花を
植えていただける団体に花苗を無料
で配布します。

申込用紙は、3月中旬頃に昨年度お
申込みがあつた団体の代表者にお送
りする予定です。

新たに申し込みを希望される団体は、
土木センターヘご連絡をお願いしま

花苗の無料配布のお知らせ
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↓花を植える場所が札幌市で管理する道路
の植樹ますまたは植樹帯であること。

↓花の管理 (土おこし、施肥、水やり、除
草など)を して頂けること。

↓町内会、ボランティアグループなどの団
体であること。

喜清田区土木センター公園緑化係

↓ 011-888-2800
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今シーズンもツルツル路面の「滑り止め用の砂」の散布にご協力い
ただきありがとうございます。

砂をまいた道路は、雪解けが進み乾いてくると、埃っぼくなつたり、
砂に足を取られて転倒することもあります。

◆廃棄する場合は、土木センターや区役所、まちづくリセ
ンターで配布しているボランティア袋に入れて「燃やせ
ないゴミ」の日に出してください。
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春先に発生する舗装の破損について

春が近づくと雪解けの水や気温等が関係して、道路に穴やひび割れ
ができやすくなります。

札幌市では定期的にバトロールを実施し、通行に支障となる道路損
傷に対して補修を行つていますが、道路の△壼理 型 翌旦二重の通

`量

宣」二L塑」影響上4突発□L饉菫選主ョ」亘壼宣2」巳2△l二防止:至童_まLL左。

※国道の場合は、道路緊急ダイヤル(#9910又は854-6036)に ご連絡ください。

※道路の異常は現地確認し順次補修など行いますが、軽微なものや安全上支障ないと
判断できるもの等は補修を行わない場合もあります。

道路の穴

◆雪解けにより車の運転が快適になりますが、広ができやす
1二歪」艶lKLと:登ためェニ五度菫壺こと二二塁」ェ塵聖壼1二1上士£述塾二
注壺註三生だ査■主。

◆道路上で危険宣△宣ど空発見したときは、清田区土木セン
ターヘご連絡ください(※ )。

道路のひび割れ

公園の点検・清掃について

春が近づくと公園の遊具で遊ぶ子供たちが増えてきます。

雪置き場として利用している公園は、注意して雪入れを行つていただいておりますが、毎
年遊具の破損が発生しております。

市では、雪解け後すぐに遊具等の点検を実施しますが、
全ての公園の点検が完了するまでに時間がかかります。
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◆公園遊具の損傷宣ど空発見したときは、清田区
土木センターヘご連絡ください。

◆雪入れをしている公園では、子どもたちが少しで
も早く遊べるよう雪割や漬提活動ゴ必豊と盆旦二
立ので二協力空お願塾上重立。

遊具損傷の実例

除雪センターの設置期間について

今冬の除雪センターの設置期間は、令和5年12月 1日から
‐   です。それ以降の除雪作業に関する

お問合せは、清田区土木センターヘご連絡をお願いします。

清田区北地区除雪センター (じ 882… 619]
清田区南地区除雪センター (じ885-1971

蝙
担当区域は
こちらで確認

札幌市清田区土本部維持管理課 (清田区土木センター)

〒004-8616清田区平岡2条4丁目1番40号
TEL 888-2800/FAX 884-6474
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